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昭和１７年８月７日生まれ

仲裁は、両当事者が判断に従うという合意をした場合、理論的に判断をしなければ

なりません。判決と同様です。

高   池    勝   彦氏名

高池法律事務所
102-0093　東京都千代田区

自分では、激しい性格ではないと思っていますので、斡旋、仲裁に向いて

平河町二丁目１６番５号

主な経歴

自己紹介

昭和５６年　サンフランシスコおよび香港の法律事務所勤務

平成１６年から平成２３年　大東文化大学法科大学院非常勤講師

tlo@takaikecom

クレール平河町３０２号
03-3263-6041

割合と相手の意見を聞くことや聞き出すことが得意であるとも思っています。

住所

昭和５０年４月弁護士登録

03-3263-6042

昭和５５年６月　スタンフォード大学ロースクール卒業

いるかなと考えています。

あっせん人・仲裁人としてのコメント

民事（一般民事、不法行為、親族家族法）、労働法、国際取引

経験ある分野・担当可能な分野

あっせんの場合には、両当事者の意見や気持ちをよく聞いて両者が歩み寄れるかを

判断する必要があります。

写真貼付


